
公  告  第 ２４３ 号 

令和 ８年 ３月 ３１日 

 

被 保 険 者 各 位 

 

三 越 伊 勢 丹 健 康 保 険 組 合 

理 事 長  嘉 納  亜 紀 子 

（公 印 省 略） 

 

 

諸 規 程 の 制 定 お よ び  一 部 変 更 に つ い て 

 

 

 

このたび、下記のとおり規程の制定および一部変更しましたので、公告いたします。 

 

 

記 

 

1. 「会計事務取扱規程」を、別紙「新旧条文対照表」のとおり変更する。 

2. 「検査及び監査規程」を、別紙「新旧条文対照表」のとおり変更する。 

3. 「職員給与規程」を、別紙「新旧条文対照表」のとおり変更する。 

4. 「職員福利厚生規程」を、別紙「新旧条文対照表」のとおり制定する。 

 

 

附 則 

 この規程は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 

以上 



新旧条文対照表 

改正後 改正前 

三越伊勢丹健康保険組合 

会計事務取扱規程 

 

第１条～第２条（略） 

 

（帳簿の備付） 

第３条 この組合は、次の会計帳簿を備える。 

出納関係（略） 

   財務関係（略） 

   徴収関係 

一.一般保険料・調整保険料・介護保

険料及び子ども・子育て支援金算定

原簿 

二.一般保険料・調整保険料・介護保

険料及び子ども・子育て支援金月別

整理簿 

三.その他の補助簿 

人事関係（略） 

 

第４条～第４０条（略） 

 

（備品の毀損等届出） 

第４１条 備品を毀損又は亡失したときは、担

当者はその事由を具して物品保管責

任者を経て常務理事に届出なければ

ならない。 

 

（備品の廃棄処分） 

第４２条 毀損その他の事由により備品の廃

棄を要するときは、理事⾧又は常務理

事の決裁を経て、処理しなければなら

ない。 

 

第４３条～第４８条（略） 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

三越伊勢丹健康保険組合 

会計事務取扱規程 

 

第１条～第２条（略） 

 

（帳簿の備付） 

第３条 この組合は、次の会計帳簿を備える。 

出納関係（略） 

   財務関係（略） 

   徴収関係 

一.保険料・調整保険料及び介護保

険料算定原簿 

 

二.保険料・調整保険料及び介護保

険料月別整理簿 

 

三.その他の補助簿 

人事関係（略） 

 

第４条～第４０条（略） 

 

（物品の毀損等届出） 

第４１条 物品を毀損又は亡失したときは、担

当者はその事由を具して物品保管責

任者を経て常務理事に届出なければ

ならない。 

 

（物品の廃棄処分） 

第４２条 毀損その他の事由により物品の廃

棄を要するときは、理事⾧又は常務理

事の決裁を経て、処理しなければなら

ない。 

 

第４３条～第４８条（略） 

 

 



新旧条文対照表 

改 正 後 改 正 前 

三越伊勢丹健康保険組合 

監査規程 

 

（別紙様式） 

健康保険組合監査報告（通知）書 

令和  年  月  日 

三 越 伊 勢 丹 健 康 保 険 組 合 会 

三越伊勢丹健康保険組合理事⾧ 

監事  選定議員氏名                 

 〃   互選議員氏名               

   令和  年  月  日当組合の監査を実施した 

ところ、その結果は、下記のとおりであったので、 

報告（通知）する。 

 

項目 評価 摘要 

1 ～ １２ （略） 

１３．適用に関すること 

(1)～(3) （略）   

(4) 資格確認書の保管・交付・回収 適・否  

(5)～(12) （略）   

１４～１９  （略） 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

三越伊勢丹健康保険組合 

検査及び監査規程 

 

（別紙様式） 

健康保険組合監査報告（通知）書 

令和  年  月  日 

三 越 伊 勢 丹 健 康 保 険 組 合 会 

三越伊勢丹健康保険組合理事⾧ 

監事  選定議員氏名                 

 〃   互選議員氏名               

   令和  年  月  日当組合の監査を実施した 

ところ、その結果は、下記のとおりであったので、 

報告（通知）する。 

 

項目 評価 摘要 

1 ～ １２ （略） 

１３．適用に関すること 

(1)～(3) （略）   

(4)  資格確認書（令和 7 年 12 月 1

日までは被保険者証を含む。以下同

じ）の保管・交付・回収 

適・否  

(5)～(12) （略）   

１４～１９  （略） 
 

 

殿 殿 



新旧条文対照表 

改正後 改正前 

三越伊勢丹健康保険組合 

職員給与規程 

第１条～第２条 （略） 

 

（削る） 

 

 

 

第３条 この規程によることができない場合、また

は定めのない事項については理事会の議決に

より決定することができる。但し、緊急を要する

時は、理事長が決定し、事後において理事会

の承認を受けることができる。 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

三越伊勢丹健康保険組合 

職員給与規程 

第１条～第２条 （略） 

 

第３条 その他の臨時職員に支給する給与に関

しては、別に定める事項を除くほかは、三越伊

勢丹健康保険組合「フェロー職員就業規則」を

適用する。 

 

第４条 この規程によることができない場合、また

は定めのない事項については理事会の議決に

より決定することができる。但し、緊急を要する

時は、理事長が決定し、事後において理事会

の承認を受けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧条文対照表 

改正後 改正前 

三越伊勢丹健康保険組合 

職員福利厚生規程 

 

第１条 組合職員に対する福利厚生に関しては、

別に定める事項を除くほかは、三越伊勢丹健

康保険組合と三越伊勢丹グループ労働組合に

おいて締結した「労働協約福利厚生規程」を適

用する。 

 

第２条 エルダー職員に対する福利厚生に関 

しては、別に定める事項を除くほかは、三越 

伊勢丹健康保険組合と三越伊勢丹グループ 

労働組合において締結した「エルダー職員労 

働協約福利厚生規程」を適用する。 

 

第３条 この規程によることができない場合、また

は定めのない事項については理事会の議決に

より決定することができる。但し、緊急を要する

時は、理事長が決定し、事後において理事会

の承認を受けることができる。 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


